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燃料電池自動車・水素ステーションの普及に係る新たな規制見直し要望 

及びその対応について 

 

平成２５年３月２２日 

          経 済 産 業 省                       

商務流通保安グループ 

高 圧 ガ ス 保 安 室 

 

１．内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在

り方の基本的事項を調査審議することを目的として、本年１月２４日に内閣府に

「規制改革会議」が設置され、本会議の下部組織として２月１５日に「エネルギ

ー・環境ワーキング・グループ」が設置されたところ。 

 

２．同ワーキング・グループ（以下、ＷＧという。）における検討項目の１つとし

て「次世代自動車等の普及を加速するための環境設備」が挙げられており、その

一環として３月１５日に開催された同ＷＧの第１回会合において、燃料電池実用

化推進協議会（以下、「ＦＣＣＪ」という。）が水素ステーション等に係る以下

の８項目の規制見直し要望について説明を実施。（別添資料「燃料電池自動車・

水素インフラ整備に係わる規制改革要望」（ＦＣＣＪ）参照） 

①液化水素型水素スタンド規制・基準の整備【経済産業省】  

②使用可能鋼材に係る性能基準の整備（工程表Ｎｏ．６）【経済産業省】 

③市街地に設置可能な小規模水素充填装置の基準整備 

【経済産業省・国土交通省】 

④水電解機能を有する昇圧装置の定義【経済産業省】 

⑤市街地における水素保有量の増加（工程表Ｎｏ．４）【国土交通省】 

⑥市街化調整区域への水素スタンド設置許可基準の設定【国土交通省】 

⑦水素運送トレーラー容器の上限温度見直し（40℃⇒85℃）【経済産業省】 

⑧70MPa水素スタンドに対応した技術上の基準や例示基準の整備 

（工程表Ｎｏ．１）【経済産業省】 

なお、上記８項目の内、②、⑤、⑧については、現行の工程表（注）において、

既に検討が取り進められている。 

（注）現行の工程表とは、平成２２年（２０１０年）１２月に策定された「燃料電池自動

車・水素ステーション普及開始に向けた規制の再点検に係る工程表」であり、全体で１６

項目から構成。 
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３．今回、ＦＣＣＪからの規制見直し要望が出された各項目については、ＮＥＤＯ

が国家プロジェクトとして安全性を示すために必要なデータの取得等のための

研究開発を実施する計画である。今後、当室としては当該研究開発の成果等も踏

まえつつ、関連機関や関連業界等の意見も聞きながら、具体的かつ詳細な検討を

実施することとしている。 










































































